
福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を

改正する規則をここに公布する。  

 

令和７年３月２８日  

 

福岡県後期高齢者医療広域連合  

 

広域連合長   月  形  祐  二  

 

福岡県後期高齢者医療広域連合規則第３号  

福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する  

規則の一部を改正する規則  

福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則（平成２

０年規則第７号）の一部を次のように改正する。  

第１０条第１項中「、また同様とする。」の次に「ただし、第５号に

掲げる事由に該当したときは、地方税法の規定による市町村民税又は預

貯金の額にかかわらず、第３項に定めるところにより行うものとする。

」を加え、同項に次の１号を加える。  

(5) 前４号に掲げる事由に類する事由があったとき。  

第１０条第２項第１号中「第４号」を「第５号」に改め、同項第２号

中「同項第１号」の次に「及び第５号」を加え、同条第３項中「、申請

の日」を「、原則として申請の日」に、「６月」を「６月（ただし、次

の第３号に該当する被保険者に係る一部負担金の徴収の猶予については

、資力の活用が可能となるまでの期間として最長１年）」に改め、同項

第１号中「第４号」を「第５号」に改め、同項第２号中「同項第１号」

の次に「及び第５号」を加え、同項に次の１号を加える。  

(3) 第１項第５号に該当する場合であって、急患、その他やむを得な

い特別の理由があると認めるとき。  

第２３条第２項中「６月」を「６月（ただし、急患等として保険医療

機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、

資力の活用が可能となるまでの期間として最長１年）」に改める。  

様式第１６号、様式第１７号、様式第１９号、様式第１９号の４、様

式第２５号、様式第２５号の２、様式第２６号、様式第２６号の２、様

式第２７号、様式第２８号、様式第２８号の２及び様式第４２号を次の

ように改める。  

 



 

 

 

 

 

 

様式第 16号(第 12条関係) 

後 期 高 齢 者 医 療 

食事(生活)療養標準負担額差額支給申請書 

 

 受付日    年  月  日 

 決定日    年  月  日 

  保 険 者 番 号                 個人番号     

被保険者番号                 
受
け
た 

療
養
を 

被保険者氏名   
公費負担者番号                 

公費受給者番号                 生 年 月 日 年  月  日 

  

  診 療 を 受 け た 医 療

機 関 等 の 所 在 地 

    

診 療 を 受 け た 医 療

機 関 等 の 名 称 

  

入院日数及び食事回数    年  月  日から   年  月  日まで  日間  回 

 入院に際して受けた食事療養に対し支払った額(標準負担額)              円 

 減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 

  発病又は負傷の理由 1：第三者行為(交通事故等)   2：その他(自損事故・疾病等)   

  

  

差
額
支
給 

イ (   －   )円×(  )回＝(    )円 

ロ (   －   )円×(  )回＝(    )円 

ハ (   －   )円×(  )回＝(    )円 

ニ (   －   )円×(  )回＝(    )円 

ホ 却下(理由：                   ) 

 合 計 

 

 

円 

  

  ( )内に金額、回数（又は日数）を記載してください。網掛けの中は記載不要です。 

  

振
込
先 

銀 行 

信用金庫 

信用組合 

協同組合 

本店(所) 

支店(所) 

預
金
種
別 

普 通 

当 座 

(   ) 

 

金融機関コード        

口 座 番 号 等 

右詰記載して下さい 

             

口 座 名 義 人 

 

(カ タ カ ナ) 

                                     

                                    

 口座名義人はカタカナで上段より左詰で記入してください。濁点・半濁点は1字として、姓と名の間

は1字あけてください。 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



＊  

【
保

険
者

記
入

欄
】

枚
目

加
入

期
間

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

か
ら

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

か
ら

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

ま
で

振
込
先
口
座

管
理
番
号

3
．

取
下

げ
（

保
険

者
記

入
欄

）

年
　

　
月

　
～

　
　

　
　

年
　

　
月

加
入

期
間

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
か

ら
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
ま

で

氏
名

様
式
第
2
6
号
（
第
1
9
条
関
係
）

高
額

介
護

合
算

療
養

費
等

支
給

申
請

書
兼

自
己

負
担

額
証

明
書

交
付

申
請

書

申
請

対
象

年
度

 
年

度
申

請
区

分
1
．

新
規

2
．

変
更

保
険

者
名

称

支
給

申
請

書
整

理
番

号

フ
リ

ガ
ナ

生
年

月
日

明
治

大
正

昭
和

　
　

　
年

　
　
 
月

　
　
 
日

生

個
人

番
号

　
1
．

世
帯

主
　

2
．

擬
制

世
帯

主
　

3
．

世
帯

員

計
算

期
間

の
始

期
及

び
終

期

資
格

情
報

保
険

者
番

号
被

保
険

者
証

記
号

被
保

険
者

証
番

号
続

柄

資
格

情
報

保
険

者
番

号
被

保
険

者
番

号
保

険
者

名
称

国
民

 健
康

保
険

後
期

高
齢

者
医

療
福

岡
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合

介
護

保
険

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
介

護
保

険
者

支
給

方
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口
座

管
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口
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は
、

後
期

高
齢

者
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療
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登
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し
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い
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高
額

療
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費
　

　
・
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養

費
　

　
・

　
高
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介

護
合

算
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と
同

じ
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座
を

指
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し
ま

す
。

(
口

座
の

記
入

は
省

略
可

)

口
座

番
号

（
右

詰
め

）
フ

リ
ガ

ナ

口
座

振
込

銀
　

　
行

信
用

金
庫

信
用

組
合

農
　

　
協

金
融
機
関
コ
ー
ド

本
　

店
支

　
店

出
張

所

店
舗
コ
ー
ド

種
目

1
.普
通
預
金

2
.当
座
預
金

3
.貯
蓄
預
金

口
　

座
名

義
人

保
険

者
名

加
入

期
間

添
付

の
自

己
負

担
額

証
明

書
整

理
番

号

備
考

欄
保

険
者

加
入

歴

１
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
か

ら
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
ま

で

２
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
か

ら
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
ま

で

(
宛

先
)

福
岡

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

長
　

　
　

 
 
 
 
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

長

①
　

上
記

対
象

者
に

つ
い

て
、

高
額

介
護

合
算

療
養

費
（

高
額

医
療

合
算

介
護

（
予

防
）

サ
ー

ビ
ス

費
）

の
支

給
を

申
請

し
ま

す
。

郵
便

番
号

住
所

　
　

な
お

、
障

が
い

者
医

療
及

び
ひ

と
り

親
家

庭
等

医
療

費
助

成
の

利
用

に
と

も
な

い
高

額
介

護
合

算
療

養
費

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

後
期

高
齢

者
医

療
で

　
　

支
給

す
べ

き
金

額
の

全
部

又
は

一
部

を
福

岡
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
の

判
断

で
、

市
町

村
に

振
り

込
む

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
申

請
者

②
　

上
記

対
象

者
に

つ
い

て
、

自
己

負
担

額
証

明
書

の
交

付
を

申
請

し
ま

す
。

氏
名

※
自

己
負

担
額

証
明

書
の

交
付

申
請

を
行

う
場

合
、

①
・

②
の

い
ず

れ
も

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

※
本

申
請

書
を

も
っ

て
、

保
険

者
加

入
歴

に
記

載
の

あ
る

他
の

保
険

者
に

対
し

て
も

、
支

給
を

申
請

し
ま

す
。

　
は

い
　

／
　

い
い

え
電

話
番

号

　
高

額
介

護
合

算
療

養
費

（
高

額
医

療
合

算
介

護
（

予
防

）
サ

ー
ビ

ス
費

）
の

支
給

申
請

を
行

う
場

合
、

①
の

み
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

委 任 欄

私
（
委
任
者
）
は
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
（
高
額
医
療
合
算
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
）
（
以
下
、
「
療
養
費
等
」
と
い
う
）
支
給
に
か
か
る
以
下
の
部
分
（
○
付
し
た
も
の
）
を
下
記
の
者
（
受
任
者
）
に
委
任
し
ま
す
。

住
所

住
所

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

　
日

療
養

費
等

の
支

給
申

請
、

自
己

負
担

額
証

明
書

交
付

申
請

お
よ

び
個

人
番

号
の

提
供

委
任
者

氏
名

受
任
者

氏
名

療
養

費
等

の
受

領

自
己

負
担

額
証

明
書

の
受

領
枚
中

電
話

番
号

電
話

番
号

続
柄

振 込 口 座 記 入 欄



 



 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則による改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する規則の規定は、令和７年度以後の年度分の一部負担金及

び保険料の徴収猶予について適用し、令和６年度以前の年度分の一部

負担金及び保険料の徴収猶予については、なお従前の例による。  

３  この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定に基づいて

提出されている申請書等は、この規則による改正後の規定に基づいて

提出されたものとみなす。  

４  この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定に基づいて

作成されている用紙は、この規則による改正後の規定にかかわらず、

当分の間、修正して使用することができる。  


